
P.1 （裏面につづく） 

 算定基礎届（定時決定） 
算定基礎届は、会社に使用される被保険者の報酬月額（４月・５月・６月）を、毎年7月1日～7月10日の間に 

届け出て各被保険者の標準報酬月額を決定します。 

報酬月額の算定方法 

 ① 算定基礎月の報酬について 

算定基礎届(定時決定)の対象者 

(例)  
「末締め、翌月末日払い」 

4/1～4/30分 → 5/31支払い 

       

５月分に受けた報酬として取扱い 

ます。 

４月・５月・６月の各月に実際に支払われ

た報酬が算定基礎届の対象となります。 

☆★Point★☆ 

給与の締切日ではなく、「実際に報酬が支払

われた日の属する月」で考えます！ 

 ② 報酬支払基礎日数 

４月・５月・６月の各月とも、報酬支

払基礎日数が１７日以上あることが必

要です。     

☆★Point★☆ 

１７日未満の月がある場合は、その月

を除いて計算を行います。 

23日 

13日 

31日 

31日 

17日 

算定基礎届(定時決定)の手続き 

4月 5月 6月 

対象月 対象月 

除外月 

【月給制の者】 
原則:支払対象期間の暦日数 

例外:欠勤控除がある場合 

（会社が定める1月の所定勤務日

数）－ 欠勤日数 

 

【日給制の者】 

支払対象期間の出勤日数 

（有給休暇取得日を含む） 

（例外）途中入社の場合 

      →報酬支払基礎日数が17日 

       以上あっても、入社月の 

       翌月以降が対象となります。 
    

入社 

4月 5月 6月 

対象月 対象月 除外月 

５月と６月

の報酬が対

象となりま

す！ 

4月 5月 6月 7月 8月 10月 9月 8月 11月 9月 

4･5･6月の報酬月額を 

届出書に記入します 
7/1～7/10までに 

各保険者に届出書を提出 新しく決定された標準報酬月額を適用（その年の9月～翌年の8月） 

 ◎ ５月３１日までに被保険者資格を取得した者で、７月１日現在、在職中の者 

 ◎ ７月１日以降に退職する被保険者(資格喪失日：7月２日以降) 

◎ ７月・８月・９月に「随時改定」または「育児休業等終了時改定」が行わ 

   れる被保険者 

◎ その年の６月１日以降に資格を取得した被保険者 

◎ ６月３０日以前に退職した被保険者(資格喪失日：７月１日以前） 

【対象となる者】 

【対象とならない者】 
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デライトコンサルティングは、 

「個人と組織の成長を図り、社会に貢献する」を経営理念として、 

－ Customer Delight（お客様の感動）－ 
を協創する人事コンサルティング会社です。 

算定基礎届(定時決定)の記載例 

 事例① 

※従前の報酬月額：健保/厚年 300,000円 １月の通常支払われる報酬：319,000円 

 会社が定める１月の所定勤務日数：22日 

５月に欠勤(８日)による賃金カットがあった場合 

②４月･5月･６月の報酬合計(ｼ)をその月数 

 「３」で割って平均額を算定します(ｾ)。 

４月･５月･６月の３ヶ月とも支払基礎日数が１７日以上の場合 

①４月･5月･６月の３ヶ月とも支払基礎日数(ｸ) 

 が17日以上あります。 

 事例② 

①５月の基礎日数  → 22日－8日＝14日 

  ※(会社が定める１月の所定勤務日数) － 

   欠勤日数 

 したがって、17日未満の月に該当するため 

 ５月の報酬は報酬合計(ｼ)に含めません 

②４月･６月の報酬合計(ｼ)をその月数 

 「２」で割って平均額を算定します(ｾ)。 

Point 

保険者算定 
通常の算定方法で標準報酬月額を決められない場合、その被保険者が9月以降に受けると予想される

報酬の額を算定(修正平均)して報酬月額を決定します。 

 事例③ ５月に休職給の支払いを受けた場合 

4月 5月 6月 

319,000円 319,000円 

191,400円 

休職給 

◎単純平均した報酬月額(ｾ) 

 →(４月＋5月＋6月)÷3ヶ月 

 ＝ 276,466円 ※1円未満切捨て 

Point 

◎休職給を受けた月は除きます！ 

◎修正平均した報酬月額(ｿ) 

 → (４月＋６月)÷2ヶ月 

 ＝ 319,000円 

◎4～6月の全ての月に休職給を受けていた

場合は、従前の標準報酬月額(ｵ)(ｶ)で決定し

ます。 

(ｼ)支払基礎日数17日以

上の月の報酬月額の総

計

(ｽ)適用年月

(ｾ)平均額 (ｿ)修正平均額

(ﾃ)改定予定日 (ﾄ)作成原因

(ｵ) 　　　　300   千円 (ｶ) 　　　　300   千円

4月 31 319,000 0 319,000 (ｼ) 　　　 957,000 (ｽ)　21年　9月

(ｸ) 5月 30 (ｹ) 319,000 (ｺ) 0 (ｻ) 319,000 (ｾ)　　　  319,000 (ｿ)

6月 31 319,000 0 319,000 (ﾀ)健　　　320　千円 (ﾁ)厚　　　320　千円 (ﾃ) (ﾄ)

(ｵ)(ｶ)従前の標準報酬月額 (ｷ)従前の改定月・原因

(ｹ)通貨によるもの

の額

(ｲ) ﾃﾞﾗｲﾄ　太郎

(ｴ)種別

(ｻ)合計

(ｴ)

報　　酬　　月　　額

(ｳ)生年月日

（ｺ）現物によるもの

の額

(ｱ)健康保険被保険

者証の番号

(ｲ)被保険者の

氏名

(ｳ) (ｷ)

(ｸ)算定基礎月の報

酬支払基礎日数

(ｱ) 

(ﾂ)備考

　　遡及支払日

　　昇(降）給差の月額
　　昇(降)給月

（ﾀ)(ﾁ) ※決定後の標準報酬月額

(ｼ)支払基礎日数17日以

上の月の報酬月額の総

計

(ｽ)適用年月

(ｾ)平均額 (ｿ)修正平均額

(ﾃ)改定予定日 (ﾄ)作成原因

(ｵ) 　　　　300   千円 (ｶ) 　　　　300   千円

4月 31 319,000 0 319,000 (ｼ)　　　　638,000 (ｽ)　21年　9月

(ｸ) 5月 14 (ｹ) 203,000 (ｺ) 0 (ｻ) 203,000 (ｾ)　　　  319,000 (ｿ)

6月 31 319,000 0 319,000 (ﾀ)健　　　320　千円 (ﾁ)厚　　　320　千円 (ﾃ) (ﾄ)

(ｷ)従前の改定月・原因(ｵ)(ｶ)従前の標準報酬月額
(ｱ)健康保険被保険

者証の番号

(ｲ)被保険者の

氏名

(ｷ)

報　　酬　　月　　額
(ﾂ)備考

　　遡及支払日
　　昇(降）給差の月額

　　昇(降)給月
(ｻ)合計

(ｳ)生年月日 (ｴ)種別

（ﾀ)(ﾁ) ※決定後の標準報酬月額

(ｱ) (ｲ)デライト　花子 (ｳ) (ｴ)

(ｸ)算定基礎月の報

酬支払基礎日数

(ｹ)通貨によるもの

の額

（ｺ）現物によるもの

の額

保険者算定を行う場合の事例 

①4～6月の3ヶ月とも、支払基礎日数が17日未満のとき 

②病気等による欠勤のため、4～6月の3ヶ月間に全く報 

 酬を受けないとき 

③育児休業や介護休業のため、4～6月の3ヶ月間に報酬 

 を全く受けないとき 

【通常の算定方法で標準報酬月額を決められない場合】 【通常の算定方法を行うと、著しく不当になる場合】 

①3月以前に遡った昇給の差額を、4～6月のいずれかの月に受けたとき 

②4～6月のいずれかの月に、3月以前の月の報酬支払を受けたとき 

③4～6月のいずれかの月の報酬が、7月以降に支払われるとき 

④低額の休職給を受けたとき 

⑤賃金カット(ストライキ等)を受けたとき 

Point 

休職給：191,400円 

月 支払基礎日数 報酬月額

4月 31日 319,000円
5月 30日 191,400円
6月 31日 319,000円

(ｼ)支払基礎日数17日以

上の月の報酬月額の総

計

(ｽ)適用年月

(ｾ)平均額 (ｿ)修正平均額

(ﾃ)改定予定日 (ﾄ)作成原因

(ｵ) 　　　　300   千円 (ｶ) 　　　　300   千円

4月 31 319,000 0 319,000 (ｼ)　　　　829,400 (ｽ)　21年　9月

(ｸ) 5月 30 (ｹ) 191,400 (ｺ) 0 (ｻ) 191,400 (ｾ)　　  　276,466　  (ｿ)　　　　319,000

6月 31 319,000 0 319,000 (ﾀ)健　　　320　千円 (ﾁ)厚　　　320　千円 (ﾃ) (ﾄ)

(ｸ)算定基礎月の報

酬支払基礎日数

(ｹ)通貨によるもの

の額

（ｺ）現物によるもの

の額
(ｻ)合計

(ｷ)従前の改定月・原因

報　　酬　　月　　額
(ﾂ)備考

　　遡及支払日

　　昇(降）給差の月額

　　昇(降)給月

(ｱ)健康保険被保険

者証の番号

(ｲ)被保険者の

氏名
(ｳ)生年月日 (ｴ)種別 (ｵ)(ｶ)従前の標準報酬月額

休職給・５月（60％）

（ﾀ)(ﾁ) ※決定後の標準報酬月額

(ｷ)(ｱ) (ｲ)デライト　次郎 (ｳ) (ｴ)

※ 休職給 ＝ 休職した際に支払われた低額 

       な報酬（諸手当含む） 


